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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 7日 (2005.6.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

【 請 求 項 ２ 】
　 裏 面 縁 部 に 接 着 剤 が 塗 布 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 伝 票 類 。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 １ 用 紙 （ １ ０ ） の 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 第 ２ 用 紙 （ ２ ０ ） の 全 面 に 剥 離 剤 を 塗 布 し
、 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 と 上 記 第 ２ 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、

【 請 求 項 ４ 】
　 第 ２ 用 紙 （ ２ ０ ） は 、 両 側 縁 部 に 第 １ 用 紙 （ １ ０ ） の 接 着 剤 に 達 す る 側 部 切 込 み （ ２ ３
） を 入 れ 、 い ず れ か 一 方 の 縁 部 材 を 反 転 し て 上 記 第 １ 用 紙 に 接 着 し た こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ３ に 記 載 の 伝 票 類 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 ２ 用 紙 （ ２ ０ ） の 表 裏 両 面 に 接 着 さ れ た 状 態 の 第 １ 用 紙 （ １ ０ ） は 、 側 縁 部 分 を わ ず
か に 切 落 し て 上 記 第 ２ 用 紙 と の 間 に 段 差 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 伝 票

配 送 伝 票 （ ２ ） が 、 一 方 を 送 り 状 用 紙 （ ４ ） に 、 他 方 を 受 領 書 用 紙 （ ５ ） に 分 離 可 能 に
形 成 し た も の で あ り 、 上 記 送 り 状 用 紙 の 裏 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 裏 面 に
剥 離 剤 を 塗 布 し 、 上 記 配 送 伝 票 は ２ 枚 の 用 紙 を 使 用 し 、 上 記 送 り 状 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 を
他 の 配 送 伝 票 の 剥 離 剤 塗 布 面 に 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 他 の 配 送 伝 票 の 接 着 剤
塗 布 面 に い ず れ も 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を セ パ レ ー タ 紙 と し
て 作 用 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 伝 票 類 。

受 領 書 用 紙 （ ５ ） に は 、

次 い
で 上 記 第 ２ 用 紙 に 中 央 切 込 み （ ２ ２ ） と 両 側 縁 に 側 部 切 込 み （ ２ ３ ） を い ず れ も 上 記 第 １
用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 達 す る ま で 入 れ て 当 該 第 ２ 用 紙 を ４ つ の 部 材 に 区 画 し 、 上 記 中 央 切
込 み に 隣 接 す る い ず れ か 一 方 の 上 記 第 ２ 用 紙 の 部 材 （ ２ ０ ａ ） 並 び に 該 部 材 の 反 対 側 と な
る 縁 部 材 （ ２ ０ ｄ ） を 反 転 し て 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 剥 離 不 能 に 接 着 し 、 当 該 第
２ 用 紙 に 、 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し た 新 た な 第 １ 用 紙 を 接 着 し て 、 上 記 第 ２ 用 紙 は 反 転 さ せ
た 部 材 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 他 の 部 材 は 剥 離 不 能 に 接 着 し 、 次 い で 上 記 第 ２ 用 紙 の 上 記 中
央 切 込 み を 挟 ん で そ の 両 側 近 傍 に 全 用 紙 を 貫 通 す る 中 央 ミ シ ン 目 （ ３ ０ ） と 上 記 側 部 切 込
み の 内 側 に こ れ も 全 用 紙 を 貫 通 す る 側 部 ミ シ ン 目 （ ３ １ ） を 入 れ 、 上 記 第 １ 用 紙 を 分 離 し
て 接 着 剤 が 塗 布 さ れ た 区 域 を 送 り 状 用 紙 （ ４ ） に 使 用 し 、 剥 離 剤 が 塗 布 さ れ た 区 域 を 受 領
書 用 紙 （ ５ ） に 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る 伝 票 類 の 製 造 方 法 。



類 の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 セ パ レ ー タ 紙 は 、 用 紙 と 同 じ か 又 は そ れ 以 上 の 大 き さ に 形 成 さ れ て い る の で 、
用 紙 を 使 用 し た 分 だ け セ パ レ ー タ 紙 が 廃 棄 物 と し 捨 て ら れ て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 配 送 業 務 に 使 用 す る 配 送 伝 票 の う ち 、 「 送 り 状 」 と 「
受 領 書 」 が ミ シ ン 目 な ど に よ り 切 離 し 可 能 に 接 続 さ れ て い て 、 「 送 り 状 」 は 裏 面 に 接 着 剤
が 塗 布 さ さ
れ て い る も の が あ る 。 こ の た め 、 上 記 し た 配 送 伝 票 は 、 セ パ レ ー タ 紙 が 廃 棄 さ れ る 分 だ け
資 源 が 有 効 に 活 用 さ れ て い な い と い う 問 題 が あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　

　

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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て

が タ ッ ク 紙 で 形 成 さ れ て お り 、 こ

れ た 状 態 で セ パ レ ー タ 紙 に 剥 離 可 能 に 接 着 さ れ 、 「 受 領 書 」 は 剥 離 不 能 に 接 着

解 決 手 段 の 第 １ は 、 配 送 伝 票 が 、 一 方 を 送 り 状 用 紙 に 、 他 方 を 受 領 書 用 紙 に 分 離 可 能 に
形 成 し た も の で あ り 、 上 記 送 り 状 用 紙 の 裏 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 裏 面 に
剥 離 剤 を 塗 布 し 、 上 記 配 送 伝 票 は ２ 枚 の 用 紙 を 使 用 し 、 上 記 送 り 状 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 を
他 の 配 送 伝 票 の 剥 離 剤 塗 布 面 に 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 他 の 配 送 伝 票 の 接 着 剤
塗 布 面 に い ず れ も 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 上 記 受 領 書 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を セ パ レ ー タ 紙 と し
て 作 用 さ せ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。

ま た 、 解 決 手 段 の 第 １ に お い て 、 受 領 書 用 紙 に は 、 裏 面 縁 部 に 接 着 剤 が 塗 布 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。

解 決 手 段 の 第 １ で は 、 送 り 状 用 紙 と 受 領 書 用 紙 を 有 す る 配 送 伝 票 の 当 該 送 り 状 用 紙 の 裏
面 に 接 着 剤 を 塗 布 し た も の で あ る が 、 該 接 着 剤 塗 布 面 は 、 受 領 書 用 紙 の 裏 面 に 塗 布 し た 剥
離 剤 に 剥 離 可 能 に 接 着 し て い る の で 、 伝 票 が 接 着 剤 塗 布 面 を 有 し て い な が ら 、 セ パ レ ー タ
紙 を 不 要 と し た も の で あ っ て 、 省 資 源 効 果 を 奏 す る も の で あ る 。



【 ０ ０ ０ ９ 】
　

　

　

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 　 【 ０ ０ ２ ２ 】
　 　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 は 、 送 り 状 用 紙 と 受 領 書 用 紙 に 分 離 可 能 に 区 分 し た 伝 票 が 、 送 り 状 用 紙 の 裏 面 に
接 着 剤 を 塗 布 し 、 受 領 書 用 紙 の 裏 面 に 剥 離 剤 を 塗 布 し 、 ２ 枚 の 伝 票 を 接 着 剤 塗 布 面 と 剥 離
剤 塗 布 面 と を 剥 離 可 能 に 接 着 し た も の で あ る か ら 、 接 着 剤 塗 布 面 を 有 し て い な が ら 伝 票 ど
お し が セ パ レ ー タ 紙 と し て の 作 用 を 奏 す る の で 、 従 来 の よ う な 廃 棄 さ れ る セ パ レ ー タ 紙 が
不 要 と な り 、 資 源 を 有 効 に 活 用 で き る 効 果 が あ る 。
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解 決 手 段 の 第 ２ は 、 第 １ 用 紙 の 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 第 ２ 用 紙 の 全 面 に 剥 離 剤 を 塗 布
し 、 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 と 上 記 第 ２ 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 次
い で 上 記 第 ２ 用 紙 に 中 央 切 込 み と 両 側 縁 に 側 部 切 込 み を い ず れ も 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗
布 面 に 達 す る ま で 入 れ て 当 該 第 ２ 用 紙 を ４ つ の 部 材 に 区 画 し 、 上 記 中 央 切 込 み に 隣 接 す る
い ず れ か 一 方 の 上 記 第 ２ 用 紙 の 部 材 並 び に 該 部 材 の 反 対 側 と な る 縁 部 材 を 反 転 し て 上 記 第
１ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 剥 離 不 能 に 接 着 し 、 当 該 第 ２ 用 紙 に 、 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し た 新
た な 第 １ 用 紙 を 接 着 し て 、 上 記 第 ２ 用 紙 は 反 転 さ せ た 部 材 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 他 の 部 材
は 剥 離 不 能 に 接 着 し 、 次 い で 上 記 第 ２ 用 紙 の 上 記 中 央 切 込 み を 挟 ん で そ の 両 側 近 傍 に 全 用
紙 を 貫 通 す る 中 央 ミ シ ン 目 と 上 記 側 部 切 込 み の 内 側 に こ れ も 全 用 紙 を 貫 通 す る 側 部 ミ シ ン
目 を 入 れ 、 上 記 第 １ 用 紙 を 分 離 し て 接 着 剤 が 塗 布 さ れ た 区 域 を 送 り 状 用 紙 に 使 用 し 、 剥 離
剤 が 塗 布 さ れ た 区 域 を 受 領 書 用 紙 に 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。

解 決 手 段 の 第 ２ に お い て 、 第 ２ 用 紙 は 、 両 側 縁 部 に 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 に 達 す る 側 部 切 込
み を 入 れ 、 い ず れ か 一 方 の 縁 部 材 を 反 転 し て 上 記 第 １ 用 紙 に 接 着 し た こ と を 特 徴 と す る も
の で あ る 。

ま た 、 解 決 手 段 の 第 ２ に お い て 、 第 ２ 用 紙 の 表 裏 両 面 に 接 着 さ れ た 状 態 の 第 １ 用 紙 は 、
側 縁 部 分 を わ ず か に 切 落 し て 上 記 第 ２ 用 紙 と の 間 に 段 差 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る も の で
あ る 。

解 決 手 段 の 第 ２ で は 、 製 造 工 程 中 に 、 第 １ 用 紙 の 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 第 ２ 用 紙 の 全
面 に 剥 離 剤 を 塗 布 し 、 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 と 上 記 第 ２ 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 剥 離
可 能 に 接 着 し 、 次 い で 上 記 第 ２ 用 紙 に 中 央 切 込 み と 両 側 縁 に 側 部 切 込 み を い ず れ も 上 記 第
１ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 達 す る ま で 入 れ て 当 該 第 ２ 用 紙 を ４ つ の 部 材 に 区 画 し 、 上 記 中 央
切 込 み に 隣 接 す る い ず れ か 一 方 の 上 記 第 ２ 用 紙 の 部 材 並 び に 該 部 材 の 反 対 側 と な る 縁 部 材
を 反 転 し て 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 剥 離 不 能 に 接 着 し 、 当 該 第 ２ 用 紙 に 、 全 面 に 接
着 剤 を 塗 布 し た 新 た な 第 １ 用 紙 を 接 着 し て 、 上 記 第 ２ 用 紙 は 反 転 さ せ た 部 材 を 剥 離 可 能 に
接 着 し 、 他 の 部 材 は 剥 離 不 能 に 接 着 し た 工 程 を 含 ん で い る か ら 、 ２ 枚 の 伝 票 を 接 着 剤 塗 布
面 と 剥 離 剤 塗 布 面 と を 剥 離 可 能 に 接 着 す る こ と が で き 、 接 着 剤 塗 布 面 を 有 し て い な が ら 伝
票 ど お し が セ パ レ ー タ 紙 と し て の 作 用 す る の で 、 従 来 の よ う な 廃 棄 さ れ る セ パ レ ー タ 紙 が
不 要 と な り 、 省 資 源 型 の 伝 票 が 得 ら れ る 効 果 が あ る 。

ま た 、 本 発 明 は 、 送 り 状 用 紙 と 受 領 書 用 紙 に 分 離 可 能 に 区 分 し た 伝 票 が 、 送 り 状 用 紙 の
裏 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 受 領 書 用 紙 の 裏 面 に 剥 離 剤 を 塗 布 し 、 ２ 枚 の 伝 票 を 接 着 剤 塗 布 面
と 剥 離 剤 塗 布 面 と を 剥 離 可 能 に 接 着 し た も の で あ っ て 、 そ の 製 造 工 程 中 に 、 第 １ 用 紙 の 全
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面 に 接 着 剤 を 塗 布 し 、 第 ２ 用 紙 の 全 面 に 剥 離 剤 を 塗 布 し 、 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 と
上 記 第 ２ 用 紙 の 剥 離 剤 塗 布 面 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 次 い で 上 記 第 ２ 用 紙 に 中 央 切 込 み と 両
側 縁 に 側 部 切 込 み を い ず れ も 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 達 す る ま で 入 れ て 当 該 第 ２ 用
紙 を ４ つ の 部 材 に 区 画 し 、 上 記 中 央 切 込 み に 隣 接 す る い ず れ か 一 方 の 上 記 第 ２ 用 紙 の 部 材
並 び に 該 部 材 の 反 対 側 と な る 縁 部 材 を 反 転 し て 上 記 第 １ 用 紙 の 接 着 剤 塗 布 面 に 剥 離 不 能 に
接 着 し 、 当 該 第 ２ 用 紙 に 、 全 面 に 接 着 剤 を 塗 布 し た 新 た な 第 １ 用 紙 を 接 着 し て 、 上 記 第 ２
用 紙 は 反 転 さ せ た 部 材 を 剥 離 可 能 に 接 着 し 、 他 の 部 材 は 剥 離 不 能 に 接 着 し た 工 程 を 含 ん で
い る か ら 、 ２ 枚 の 伝 票 を 接 着 剤 塗 布 面 と 剥 離 剤 塗 布 面 と を 剥 離 可 能 に 接 着 す る こ と が で き
、 接 着 剤 塗 布 面 を 有 し て い な が ら 伝 票 ど お し が セ パ レ ー タ 紙 と し て の 作 用 す る の で 、 従 来
の よ う な 廃 棄 さ れ る セ パ レ ー タ 紙 が 不 要 と な り 、 省 資 源 型 の 伝 票 が 得 ら れ る 効 果 が あ る 。
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